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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前部の内燃機関から後方に向けて延出した伝動ケース(31L)がベルト式無段変速機(80)
を収容するとともに後部に軸支された後車軸(115)に駆動輪(21)を嵌着して支持するパワ
ーユニット(20)が、前部を車体フレームに軸支されて揺動可能に支持され、
　前記駆動輪(21)の回転速度を後車軸(115)と一体の歯車(114)の回転から検出する駆動輪
速度検出センサ(200)が、その先端検出部を前記伝動ケース(31L)に嵌入して前記歯車(114
)に近接させて取り付けられた車両のパワーユニット(20)において、
　前記駆動輪速度検出センサ(200)の前記伝動ケース(31L)より外側に露出した突出部の近
傍に前記伝動ケース(31L)と一体に保護壁(29,150)が突出形成され、
　前記保護壁(29,150)は、前記伝動ケース(31L)における前記駆動輪速度検出センサ(200)
に対して前後各部位から突出形成された前側保護壁(29)と後側保護壁(150)とからなり、
　前記前側保護壁(29)は、前記パワーユニット(20)の後部と車体フレームとの間に介装さ
れるリヤクッション(22)の支持部(29)を兼ねることを特徴とするパワーユニットの駆動輪
速度検出センサ保護構造。
【請求項２】
　前記前側保護壁(29)の上方に突出した上端と前記後側保護壁(150)の上方に突出した上
端とを結ぶ直線より下方に前記駆動輪速度検出センサ(200)が位置することを特徴とする
請求項１記載のパワーユニットの駆動輪速度検出センサ保護構造。
【請求項３】
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　前部の内燃機関から後方に向けて延出した伝動ケース(31L)がベルト式無段変速機(80)
を収容するとともに後部に軸支された後車軸(115)に駆動輪(21)を嵌着して支持するパワ
ーユニット(20)が、前部を車体フレームに軸支されて揺動可能に支持され、
　前記駆動輪(21)の回転速度を後車軸(115)と一体の歯車(114)の回転から検出する駆動輪
速度検出センサ(200)が、その先端検出部を前記伝動ケース(31L)に嵌入して前記歯車(114
)に近接させて取り付けられた車両のパワーユニット(20)において、
　前記駆動輪速度検出センサ(200)の前記伝動ケース(31L)より外側に露出した突出部の近
傍に前記伝動ケース(31L)と一体に保護壁(29,150)が突出形成され、
　前記保護壁(29,150)は、前記伝動ケース(31L)における前記駆動輪速度検出センサ(200)
に対して前後各部位から突出形成された前側保護壁(29)と後側保護壁(150)とからなり、
　前記後側保護壁(150)は、
　前記駆動輪速度検出センサ(200)の後方に対向して略上方に突出する平板状保護壁(151)
と前記歯車(114)を下方から後方へ円弧状に覆う外周壁が略上方に延出して形成される外
周保護壁(152)とからなり、
　前記平板状保護壁(151)と前記外周保護壁(152)とは互いに上端が一体に接続されている
ことを特徴とするパワーユニットの駆動輪速度検出センサ保護構造。
【請求項４】
　保護カバー(160)が少なくとも前記駆動輪速度検出センサ(200)の側方と上方を覆うとと
もに、前記後側保護壁(150)が前記駆動輪速度検出センサ(200)の後方を覆うことを特徴と
する請求項１から請求項３までのいずれか１項記載のパワーユニットの駆動輪速度検出セ
ンサ保護構造。
【請求項５】
　前記前側保護壁(29)の前方で前記伝動ケース(31L)の上方にエアクリーナ(26)が配置さ
れ、
　前記駆動輪速度検出センサ(200)から前記保護カバー(160)内に延出するハーネス(202)
が、前記伝動ケース(31L)と前記エアクリーナ(26)との間の間隙に収容されることを特徴
とする請求項４記載のパワーユニットの駆動輪速度検出センサ保護構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パワーユニットの伝動ケースに取り付けられる駆動輪の速度を検出する駆動
輪速度センサを飛石等の飛んでくる異物から保護する構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　前部の内燃機関から後方に向けて延出した伝動ケースがベルト式無段変速機を収容する
とともに後部に軸支された後車軸に駆動輪を嵌着して支持するパワーユニットが、自動二
輪車の車体フレームに前部を軸支されて揺動可能に支持される構造は、一般に知られてい
る。
【０００３】
　かかるパワーユニットのベルト式無段変速機の後部に減速歯車機構が設けられ、その出
力軸である後車軸の歯車の回転速度を駆動輪の回転速度として検出する駆動輪速度センサ
が、伝動ケースの後部に取り付けられた例（例えば、特許文献１等参照）がある。
【特許文献１】特開２００２－２０５６３３号公報
【０００４】
　特許文献１では、伝動ケースのベルト式無段変速機を収容する前後に長円形をした周壁
の上側周壁の後部に駆動輪速度センサがその先端検出部を伝動ケースに嵌入して後車軸の
歯車に近接させて突設されており、その外部への突出部を伝動ケースに固着されたプロテ
クタ板が保護するようにしている。
【０００５】
　プロテクタ板は、板材を折り曲げたもので、駆動輪速度センサの突出部の後輪（駆動輪
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）側の側面をプロテクタ本体部が覆い、プロテクタ本体部の上端を折り曲げた折曲げ部が
駆動輪速度センサの突出部の上側の一部を覆って駆動輪速度センサを保護している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記駆動輪速度センサの保護は、プロテクタ板が駆動輪速度センサの突出部の後輪（駆
動輪）側の側面と上面の一部を覆い、突出部の前方と後方は開放された複雑な構造である
。
　プロテクタ板は、単独部品で、伝動ケースに確実に固定するために少なくとも２本のボ
ルトにより固着する必要があり、部品点数が多く、取付け作業も必要となる。
【０００７】
　本発明は、かかる点に鑑みなされたもので、その目的とする処は、単独の保護部品を用
いず、取付け作業を必要としない簡単な構造の駆動輪速度センサ保護構造を供する点にあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の発明は、
　前部の内燃機関から後方に向けて延出した伝動ケース(31L)がベルト式無段変速機(80)
を収容するとともに後部に軸支された後車軸(115)に駆動輪(21)を嵌着して支持するパワ
ーユニット(20)が、前部を車体フレームに軸支されて揺動可能に支持され、
　前記駆動輪(21)の回転速度を後車軸(115)と一体の歯車(114)の回転から検出する駆動輪
速度検出センサ(200)が、その先端検出部を前記伝動ケース(31L)に嵌入して前記歯車(114
)に近接させて取り付けられた車両のパワーユニット(20)において、
　前記駆動輪速度検出センサ(200)の前記伝動ケース(31L)より外側に露出した突出部の近
傍に前記伝動ケース(31L)と一体に保護壁(29,150)が突出形成され、
　前記保護壁(29,150)は、前記伝動ケース(31L)における前記駆動輪速度検出センサ(200)
に対して前後各部位から突出形成された前側保護壁(29)と後側保護壁(150)とからなり、
　前記前側保護壁(29)は、前記パワーユニット(20)の後部と車体フレームとの間に介装さ
れるリヤクッション(22)の支持部(29)を兼ねるパワーユニットの駆動輪速度検出センサ保
護構造とした。
【００１１】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載のパワーユニットの駆動輪速度検出センサ保護構
造において、前記前側保護壁(29)の上方に突出した上端と前記後側保護壁(150)の上方に
突出した上端とを結ぶ直線より下方に前記駆動輪速度検出センサ(200)が位置することを
特徴とする。
【００１２】
　請求項３記載の発明は、
　前部の内燃機関から後方に向けて延出した伝動ケース(31L)がベルト式無段変速機(80)
を収容するとともに後部に軸支された後車軸(115)に駆動輪(21)を嵌着して支持するパワ
ーユニット(20)が、前部を車体フレームに軸支されて揺動可能に支持され、
　前記駆動輪(21)の回転速度を後車軸(115)と一体の歯車(114)の回転から検出する駆動輪
速度検出センサ(200)が、その先端検出部を前記伝動ケース(31L)に嵌入して前記歯車(114
)に近接させて取り付けられた車両のパワーユニット(20)において、
　前記駆動輪速度検出センサ(200)の前記伝動ケース(31L)より外側に露出した突出部の近
傍に前記伝動ケース(31L)と一体に保護壁(29,150)が突出形成され、
　前記保護壁(29,150)は、前記伝動ケース(31L)における前記駆動輪速度検出センサ(200)
に対して前後各部位から突出形成された前側保護壁(29)と後側保護壁(150)とからなり、
　前記後側保護壁(150)は、
　前記駆動輪速度検出センサ(200)の後方に対向して略上方に突出する平板状保護壁(151)
と前記歯車(114)を下方から後方へ円弧状に覆う外周壁が略上方に延出して形成される外
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周保護壁(152)とからなり、
　前記平板状保護壁(151)と前記外周保護壁(152)とは互いに上端が一体に接続されている
ことを特徴とするパワーユニットの駆動輪速度検出センサ保護構造である。
【００１３】
　請求項４記載の発明は、請求項１から請求項３までのいずれか１項記載のパワーユニッ
トの駆動輪速度検出センサ保護構造において、保護カバー(160)が少なくとも前記駆動輪
速度検出センサ(200)の側方と上方を覆うとともに、前記後側保護壁(150)が前記駆動輪速
度検出センサ(200)の後方を覆うことを特徴とする。
【００１４】
　請求項５記載の発明は、請求項４記載のパワーユニットの駆動輪速度検出センサ保護構
造において、前記前側保護壁(29)の前方で前記伝動ケース(31L)の上方にエアクリーナ(26
)が配置され、
　前記駆動輪速度検出センサ(200)から前記保護カバー(160)内に延出するハーネス(202)
が、前記伝動ケース(31L)と前記エアクリーナ(26)との間の間隙に収容されることを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１記載のパワーユニットの駆動輪速度センサ保護構造によれば、駆動輪速度セン
サ(200)の伝動ケース(31L)より外側に露出した突出部の近傍に前記伝動ケース(31L)と一
体に保護壁(29,150)が突出形成するので、別途単独の保護部品を用いず、取付け作業を必
要としない簡単な構造で駆動輪速度センサ(200)を保護することができる。
【００１６】
　保護壁(29,150)は、伝動ケース(31L)における駆動輪速度センサ(200)の前後各部位から
突出形成された前側保護壁(29)と後側保護壁(150)とからなるので、駆動輪速度センサ(20
0)は前方を前側保護壁(29)により後方を後側保護壁(150)により遮蔽されて、車両の前後
方向からの異物の衝突から保護される。
【００１７】
　また、後輪にＵ字形状をした盗難防止用のＵ字ロックを取り付けた状態で誤って車両を
動かした場合でも後側保護壁(150)が旋回したＵ字ロックを受け止めて駆動輪速度センサ(
200)を保護することができる。
【００１８】
　前側保護壁(29)は、パワーユニット(20)の後部と車体フレームとの間に介装されるリヤ
クッション(22)の支持部(29)を兼ねることで、部品点数を削減し伝動ケース(31L)を単純
形状とすることができる。
【００１９】
　請求項２記載のパワーユニットの駆動輪速度センサ保護構造によれば、前側保護壁(29)
の上方に突出した上端と後側保護壁(150)の上方に突出した上端とを結ぶ直線より下方に
駆動輪速度センサ(200)が位置することで、駆動輪速度センサ(200)は前側保護壁(29)と後
側保護壁(150)の間の凹部に隠れてより確実に保護される。
【００２０】
　請求項３記載のパワーユニットの駆動輪速度センサ保護構造によれば、後側保護壁(150
)が、駆動輪速度センサ(200)の後方に対向して略上方に突出する平板状保護壁(151)と歯
車(114)を下方から後方へ円弧状に覆う外周壁が略上方に延出して形成される外周保護壁(
152)とからなるので、Ｕ字ロックを取り付けたまま誤って車両を動かした場合、Ｕ字ロッ
クはまず外周保護壁(152)の後面に斜めに当り同後面を上方に滑りながら移動して逃げ、
衝撃力が吸収されて衝撃が小さくてすむ。
　Ｕ字ロックがずれた場合でも、駆動輪速度センサ(200)の後方に対向する平板状保護壁
により駆動輪速度センサ(200)は確実に保護される。
【００２１】
　請求項４記載のパワーユニットの駆動輪速度センサ保護構造によれば、保護カバー(160
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)が少なくとも前記駆動輪速度センサ(200)の側方と上方を覆うとともに、後側保護壁(150
)が駆動輪速度センサ(200)の後方を覆うので、前後以外に左右側方および上方からの異物
の侵入を防止して駆動輪速度センサ(200)をより確実に保護することができる。
【００２２】
　請求項５記載のパワーユニットの駆動輪速度センサ保護構造によれば、駆動輪速度セン
サ(200)から保護カバー(160)内に延出するハーネス(202)が、前側保護壁(29)の前方で前
記伝動ケース(31L)の上方に配置されたエアクリーナ(26)と伝動ケース(31L)との間の間隙
に収容されるので、ハーネス専用の保護部材を設けることなく、簡単な構造でハーネス(2
02)を保護することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明に係る一実施の形態について図１ないし図１０に基づいて説明する。
　図１は、本発明を適用した一実施の形態に係るスクータ型自動二輪車１の側面図である
。
【００２４】
　車体前部１ｆと車体後部１ｒとが、低いフロア部１ｃを介して連結されており、車体の
骨格をなす車体フレームは、概ねダウンチューブ３とメインパイプ４とからなる。
　すなわち車体前部１ｆのヘッドパイプ２からダウンチューブ３が下方へ延出し、同ダウ
ンチューブ３は下端で水平に屈曲してフロア部１ｃの下方を後方へ延び、その後端におい
て左右一対のメインパイプ４が連結され、メインパイプ４は該連結部から斜め後方に立ち
上がって所定高さで水平に屈曲して後方に延びている。
【００２５】
　同メインパイプ４により燃料タンク５等が支持され、その上方にシート６が配置されて
いる。
　一方車体前部１ｆにおいては、ヘッドパイプ２に軸支されて上方にハンドル11が設けら
れ、下方にフロントフォーク12が延びてその下端に前輪13が軸支されている。
【００２６】
　メインパイプ４の傾斜部の中央付近にブラケット15が突設され、同ブラケット15にリン
ク部材16を介してパワーユニット20が揺動可能に連結支持されている。
　パワーユニット20は、その前部が単気筒４ストロークの水冷式内燃機関30であり、シリ
ンダブロック32を略水平に近い状態にまで大きく前傾した姿勢にあって、そのクランクケ
ース31の上端から前方に突出したハンガーブラケット18の端部が前記リンク部材16にピボ
ット軸（枢支）19を介して連結されている。
【００２７】
　パワーユニット20は該内燃機関30から後方にかけてベルト式無段変速機80が構成され、
その後部に設けられた減速ギヤ機構110の出力軸である後車軸115に後輪21が設けられてい
る。
　この減速ギヤ機構110のあるパワーユニット20の後部に立設された支持ブラケット29と
前記メインパイプ４の後部間にリヤクッション22が介装されている。
【００２８】
　パワーユニット20の側面図である図２を参照して、パワーユニット20の上部では、内燃
機関30の大きく前傾したシリンダヘッド33の上部から吸気管23が延出して後方に湾曲し、
同吸気管23に接続されたスロットルボディ25がシリンダブロック32の上方に位置し、同ス
ロットルボディ25に連結管23ｃを介して連結されるエアクリーナ26が支持ブラケット29の
前方でベルト式無段変速機80の上方に配設されている。
【００２９】
　なお、吸気管23には吸気ポートに向けて燃料を噴射するインジェクタ24が装着されてい
る。
　一方、シリンダヘッド33の下部から下方に延出した排気管27は、後方へ屈曲し右側に偏
って後方に延びて後輪21の右側のマフラ（図示せず）に接続される。
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【００３０】
　車体前部１ｆは、フロントカバー９ａとレッグシールド９ｂにより前後から覆われフロ
ントロアカバー９ｃにより下部を前方から左右側方にかけて覆われ、ハンドル11の中央部
はハンドルカバー９ｄによって覆われる。
　フロア部１ｃはサイドカバー９ｅにより覆われ、また車体後部１ｒは左右側方からボデ
イカバー10によって覆われる。
【００３１】
　図３はパワーユニット20の断面図（図２のIII－III線断面図）である。
　内燃機関30は、シリンダブロック32のシリンダライナ32ｌ内を往復動するピストン42と
クランクシャフト40のクランクピン40ｐとをコネクティングロッド43が連結している。
　クランクケース31は、左右割りの左クランクケース31Ｌと右クランクケース31Ｒとを合
体して構成されるもので、右クランクケース31Ｒは、クランクケース部の半体をなし、左
クランクケース31Ｌは、前部がクランクケース部の半体をなすとともに、後方に膨出して
前後に長尺のベルト式無段変速機80を収容する伝動ケースを兼ねる。
【００３２】
　この伝動ケース（左クランクケース）31Ｌの前後長尺の左側開放面は、伝動ケースカバ
ー81により覆われ、内部にベルト式無段変速機80が収納される変速室80Ｃが形成され、後
部の右側開放面は減速ギヤカバー111により覆われ、内部に減速ギヤ機構110が収納される
減速ギヤ室110Ｃが形成される。
【００３３】
　図３を参照して、左クランクケース31Ｌの前部と右クランクケース31Ｒとの合体による
所謂クランクケース内には、クランクシャフト40が左右クランクケース31Ｌ，31Ｒの各側
壁に左右の転がり軸受である主ベアリング41，41を介して回転自在に支持されている。
　クランクシャフト40の左右水平方向に延びた外側軸部のうち右外側軸部にはカムチェー
ン駆動スプロケット44とオイルポンプ駆動ギヤ45が一体に回転可能に嵌着されるとともに
、右端にＡＣジェネレータ70が設けられ、左外側軸部にはベルト式無段変速機80の遠心ウ
エイト82と駆動プーリ85が設けられる。
【００３４】
　本４サイクル内燃機関30は、ＳＯＨＣ型式のバルブシステムを採用しており、シリンダ
ヘッドカバー34内には動弁機構50が設けられ、同動弁機構50に動力伝達を行うカムチェー
ン51がカムシャフト53とクランクシャフト40との間に架設されており、そのためのカムチ
ェーン室52が、右クランクケース31Ｒ，シリンダブロック32，シリンダヘッド33に連通し
て設けられている（図３参照）。
【００３５】
　すなわち左右水平方向に指向したカムシャフト53の右端に嵌着されたカムチェーン被動
スプロケット55と、クランクシャフト40に嵌着された前記カムチェーン駆動スプロケット
44との間にカムチェーン51がカムチェーン室52内を通って架渡されている。
【００３６】
　カムシャフト53は、シリンダヘッド33の左側壁とカムチェーン室52を構成する内側壁に
ベアリング53ｂ，53ｂを介してカムシャフトホルダ54ｌ，54ｒに挟まれて回転自在に軸支
され、右側のベアリング53ｂより突出した右端にカムチェーン被動スプロケット55が嵌着
されている。
　カムシャフト53の吸気カム面と排気カム面に吸気ロッカアーム56と排気ロッカアーム57
の端部の各ローラが接する。
【００３７】
　シリンダヘッド33とシリンダヘッドカバー34の右側面には両者の合わせ面において円開
口が形成され、同円開口に環状のシールリング部材128が嵌着されており、ウォータポン
プ120の円筒形状をしたウォータポンプボディ121が同シールリング部材128に水密に嵌入
されて支持されている。
【００３８】
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　ウォータポンプ120のポンプ駆動軸123はカムシャフト53の右端に同軸に連結されている
。
　なお、シリンダヘッド33においてカムチェーン室52と反対側（左側）から燃焼室35に向
かって点火プラグ36が嵌挿されている（図２，図３参照）。
【００３９】
　図３を参照して、右クランクケース31Ｒのカムチェーン室52を構成する側壁には大きな
開口を有し、同開口は右方からボルト66により取り付けられる隔壁65により閉塞され、隔
壁65の円筒部65ａをクランクシャフト40が貫通している。
【００４０】
　ＡＣジェネレータ70は、隔壁65の円筒部65ａを貫通したクランクシャフト40の右端部に
ＡＣＧボス71を介して碗状のアウタロータ72が固着され、その内周面に周方向に亘って配
設される磁石72ｍの内側にステータコイル73ｃの巻回されたインナステータ73が隔壁65の
円筒部65ａにボルト67により固定されている。
【００４１】
　アウタロータ72の右側面には中央が膨出して円板状をしたファン基板74ａが取り付けら
れており、ファン基板74ａには右方に突出して複数のラジエータファン74が形成されてい
る。
【００４２】
　ＡＣジェネレータ70のアウタロータ72の外周は、右クランクケース31Ｒの側壁から右方
に延出した筒状周壁に概ね囲繞され、ラジエータファン74の外周はファンカバー77により
囲繞され、ラジエータファン74の右方にはラジエータ75が近接して設けられ、ラジエータ
75はルーバ付きのラジエータカバー76で覆われている。
【００４３】
　一方、パワーユニット20の左側のベルト式無段変速機80におけるクランクシャフト40の
左外側軸部に設けられる駆動プーリ85は、クランクシャフト40の左端近傍に嵌着される固
定プーリ半体85ｓとこれと右側で対向して軸方向に摺動可能な可動プーリ半体85ｄとから
なり、可動プーリ半体85ｄの背後（右側）でクランクシャフト40に固着されたガイドプレ
ート83と可動プーリ半体85ｄとの間に遠心ウエイト82が径方向に移動可能に挟まれている
。
【００４４】
　この駆動プーリ85の後方において減速ギヤ機構110の入力軸である従動軸101に回転自在
に軸支される被動プーリ90は、固定プーリ半体90ｓとこれと左側で対向して軸方向に摺動
可能な可動プーリ半体90ｄとからなる。
【００４５】
　従動軸101には、固定プーリ支持スリーブ92が軸方向の移動を規制されてベアリング91
を介して相対回転自在に軸支されており、同固定プーリ支持スリーブ92の右端フランジ部
に前記固定プーリ半体90ｓが中心孔を溶接されて一体に固着されている。
【００４６】
　この固定プーリ支持スリーブ92の外周には、可動プーリ支持スリーブ93が外装され、可
動プーリ支持スリーブ93に軸方向に長尺に形成された長孔93ｈに固定プーリ支持スリーブ
92に突設されたガイドピン94が嵌合して、可動プーリ支持スリーブ93は固定プーリ支持ス
リーブ92に対して軸方向に相対移動できるが、相対回転は規制されている。
【００４７】
　この可動プーリ支持スリーブ93の右端フランジ部に前記可動プーリ半体90ｄが中心孔を
溶接されて一体に固着されている。
　したがって、可動プーリ半体90ｄは、固定プーリ半体90ｓに対して共に回転するが、軸
方向に移動して接近したり離れたりすることができる。
【００４８】
　固定プーリ支持スリーブ92の左端に遠心クラッチ100のクラッチインナ102である支持プ
レート102ａがナット96により固定されており、同支持プレート102ａと可動プーリ半体90
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ｄとの間にコイルばね95が介装されて、同コイルばね95により可動プーリ半体90ｄは右方
に付勢されている。
【００４９】
　ベルト式無段変速機80は、駆動プーリ85と被動プーリ90とにＶベルト89が掛け渡されて
動力が伝達されるもので、機関回転数に応じてガイドプレート83により案内されて径方向
に移動する遠心ウエイト82により可動プーリ半体85ｄが固定プーリ半体85ｓに対して移動
して駆動プーリ85におけるＶベルト89の巻掛け径が変化し、これに伴い同時に被動プーリ
90における巻掛け径が変化することにより変速比が自動的に変更され無段変速される。
【００５０】
　遠心クラッチ100は、クラッチインナ102の外周を覆う椀状をしたクラッチアウタ105が
従動軸101の左端近傍にナット106により基部を固着されて設けられており、クラッチイン
ナ102の支持プレート102ａにばね102ｅに付勢されて支軸102ｂに揺動自在に軸支されたア
ーム102ｃの先端のクラッチシュー102ｄがクラッチアウタ105の内周面に対向して配設さ
れている。
【００５１】
　遠心クラッチ100のクラッチインナ102は、ベルト式無段変速機80の無段変速された被動
プーリ90と一体に回転するので、所定回転数を超えると、クラッチインナ102のアーム102
ｃがばね102ｅに抗して揺動してクラッチシュー102ｄをクラッチアウタ105の内周面に接
してクラッチアウタ105を一体に回転させ、従動軸101に動力を伝達する。
【００５２】
　従動軸101は、伝動ケース31Ｌと伝動ケースカバー81にベアリング107，108を介して支
持されるとともに、伝動ケース31Ｌの後部右側の減速ギヤ室110Ｃ内に挿入された右端が
減速ギヤカバー111にベアリング101ｂを介して支持されている。
【００５３】
　減速ギヤ室110Ｃ内の減速ギヤ機構110は、従動軸101と後車軸115との間に減速中間軸11
2が、互いに平行（左右水平方向）に指向して伝動ケース31Ｌと減速ギヤカバー111にベア
リング112ｂ，112ｂを介して架設軸支されている。
　減速ギヤカバー111に嵌着された中間大径ギヤ113が従動軸101に形成された小径ギヤ101
ｇと噛合している。
【００５４】
　後車軸115は、伝動ケース31Ｌと減速ギヤカバー111にベアリング115ｂ，115ｂを介して
軸支されて右方に突出しており、減速ギヤ室110Ｃ内の左側ベアリング115ｂに沿った後車
軸115の左端近傍に嵌着された後車軸大径ギヤ114が、減速中間軸112に形成された小径ギ
ヤ112ｇと噛合している。
【００５５】
　後車軸115の減速ギヤカバー111より右方に突出した部分に後輪21が嵌着される。
　したがって、従動軸101の回転は、減速ギヤ機構110の小径ギヤ101ｇと中間大径ギヤ113
の噛合および小径ギヤ112ｇと後車軸大径ギヤ114の噛合を介して減速されて後車軸115に
伝達されて後輪21が回転される。
【００５６】
　変速機室80Ｃを左側から覆う伝動ケースカバー81は、前方の駆動プーリ85から後方の遠
心クラッチ100までを覆っており、同伝動ケースカバー81の前部にキック始動機構180が設
けられている。
【００５７】
　伝動ケースカバー81の中央より若干前寄りにキック軸181が回動自在に貫通支持されて
おり、同キック軸181の内側端部には駆動ヘリカルギヤ182が嵌着され、クランクシャフト
40と同軸に回転かつ軸方向の摺動可能に支持された摺動軸183に形成された被動ヘリカル
ギヤ183ｇに駆動ヘリカルギヤ182が噛合している。
【００５８】
　摺動軸183の右端にはラチェットホイール184が固着され、一方のクランクシャフト40側
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にはラチェットホイール184に対向してラチェット185が嵌着されており、両者は摺動軸18
3の摺動で接離可能である。
　キック軸181の外側突出部にはキックアーム186の基端が嵌着され、同キックアーム186
の先端にキックペダル187が設けられる。
【００５９】
　したがって、キックペダル187が踏み込まれ、キックアーム186を介してキック軸181が
回転すると、キック軸181と一体に駆動ヘリカルギヤ182が回転して、これと噛合する被動
ヘリカルギヤ183ｇが摺動軸183と一体に回転しながら右方に摺動して、ラチェットホイー
ル184がラチェット185と噛み合ってクランクシャフト40を強制的に回転させ内燃機関30を
始動することができる。
【００６０】
　以上のようなパワーユニット20において後部の減速ギヤ機構110は、伝動ケース（左ク
ランクケース）31Ｌの後側外周壁31Lｓと減速ギヤカバー111により左右半部を覆われてお
り、後車軸大径ギヤ114の外周囲を覆う伝動ケース31Ｌの後側外周壁31Lｓの後車軸大径ギ
ヤ114の上方部位に駆動輪速度センサ200が取り付けられている（図２，図３参照）。
【００６１】
　図４および図５に示すように、伝動ケース31Ｌの後側外周壁31Lｓにおける駆動輪速度
センサ200の取付ボス部31ｂは、前記リヤクッション22の下端を軸支する支持ブラケット2
9の後方に隣接して形成されている。
　支持ブラケット29は、伝動ケース31Ｌの後側外周壁31Lｓから側面視で三角形状をなし
て上方に突出して一体に形成されており、その先細の上端部がリヤクッション22の下端と
ピン29ｐを介して連結軸支される。
【００６２】
　同支持ブラケット29の後方に隣接する取付ボス部31ｂは、後側外周壁31Lｓを貫通する
孔が上方に開口しており、同貫通孔に駆動輪速度センサ200が先端検出部200ｓを嵌入して
取り付けられる（図２参照）。
　取付ボス部31ｂに取り付けられた駆動輪速度センサ200は、基端側の電気配線のカプラ2
00ｃが外側に突出して露出しており、駆動輪速度センサ200の同突出付け根部分から後方
に延出したブラケット200ｂが取付ボス部31ｂの後方に膨出した部分にボルト201により螺
着されて駆動輪速度センサ200が伝動ケース31Ｌの後側外周壁31Lｓの取付ボス部31ｂに取
り付けられる。
【００６３】
　そして、伝動ケース31Ｌにおける取付ボス部31ｂのさらに後方に隣接して後側保護壁15
0が後側外周壁31Lｓから上方に突出して一体に形成されている。
　後側保護壁150は、駆動輪速度センサ200の後方に対向して斜め後上方に突出する平板状
保護壁151と、後車軸大径ギヤ114を下方から後方へ円弧状に覆う後側外周壁31Lｓが同円
弧の略後端における略上下方向に指向する接線方向の上方に延出して形成される外周保護
壁152とからなる。
【００６４】
　平板状保護壁151は、伝動ケース31Ｌの右側の後側外周壁31Lｓとベルト式無段変速機80
を覆う左側外周壁31Ltとに跨って幅広に形成されており、後側外周壁31Lｓに上方に延出
して形成される外周保護壁152は、幅狭で斜め後上方に突出する平板状保護壁151と互いに
上端で鋭角度に一体に接続されている。
【００６５】
　したがって、後側保護壁150は、平板状保護壁151と外周保護壁152により側面視で上方
に尖った三角形状をしている。
　該後側保護壁150は、取付ボス部31ｂに取り付けられた駆動輪速度センサ200の背後に突
出しているので、後方からの飛石等の異物の衝突から駆動輪速度センサ200を背後から保
護している。
【００６６】
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　なお、駆動輪速度センサ200の前方の支持ブラケット29は、駆動輪速度センサ200の前側
保護壁の役割を果たしており、前方からの飛石等の異物の衝突から駆動輪速度センサ200
を保護している。
【００６７】
　このように、取付ボス部31ｂに取り付けられた駆動輪速度センサ200は、前後を支持ブ
ラケット29と後側保護壁150に挟まれて保護されるとともに、図２に示すように、支持ブ
ラケット29の上端と後側保護壁150の上端を結ぶ直線Ｌより下方に駆動輪速度センサ200は
位置し、上方に突出する支持ブラケット29と後側保護壁150の間の凹部に駆動輪速度セン
サ200は隠れることになり、益々異物の衝突から保護される。
【００６８】
　また、車両の停車中に盗難防止のために、後輪21のスポーク間にＵ字形状をした盗難防
止用のＵ字ロックを取り付けたとき、Ｕ字ロックを取り付けたまま誤って車両を動かした
場合、Ｕ字ロックは後輪21の回転により後輪21との係止端部が後車軸115に近づきながら
持ち上げられて自由端部が下方に下がるので、Ｕ字ロックの係止端部がまず後側保護壁15
0の外周保護壁152の後面に斜めに当り、同後面を上方に滑りながら移動して逃げることが
できるため、衝撃力が吸収されて衝撃が小さくてすみ、Ｕ字ロックが駆動輪速度センサ20
0に直接当らずに、後側保護壁150が駆動輪速度センサ200を保護することができる。
【００６９】
　なお、Ｕ字ロックがずれて左右方向に長尺となる姿勢となった場合でも、駆動輪速度セ
ンサ200の後方に対向する平板状保護壁151が左右幅広に設けられているので、駆動輪速度
センサは確実に保護される。
【００７０】
　駆動輪速度センサ200を保護する支持ブラケット29および後側保護壁150は、伝動ケース
31Ｌと一体に突出して形成されたものであるので、別途単独の保護部品を用いず、取付け
作業を必要としない簡単で強固な構造で駆動輪速度センサ200を確実に保護することがで
きる。
【００７１】
　本パワーユニット20は、さらに伝動ケース31Ｌの後部に支持ブラケット29と後側保護壁
150に挟まれて突設される駆動輪速度センサ200を保護カバー160が覆う。
　この保護カバー160を取り付けるための取付ボス部155，156が、後側外周壁31Lｓの平板
状保護壁151の左右両側前方にそれぞれ突出形成される（図４参照）とともに、もう１つ
の取付ボス部157が、左側外周壁31Ltの上側の前後中央部に突出形成されている（図５参
照）。
【００７２】
　図８ないし図１０を参照して、保護カバー160は、駆動輪速度センサ200と支持ブラケッ
ト29の左右側方を覆う左側壁160ｌ，右側壁160ｒと上方を覆う上壁160ｕが形成されてお
り、上壁160ｕは前後中央部が上方に屈曲し前側上壁160ufと後側上壁160ubが前後に傾斜
している。
【００７３】
　前側上壁160ufには前方から食い込むように矩形に切欠かれた凹部160ｖが形成されてい
て、同凹部160ｖから支持ブラケット29の上端部が突出する（図６参照）。
　斜め下方に傾斜する後側上壁160ubの後端縁は平板状保護壁151の前面の上端部に当接す
る。
【００７４】
　また、左側壁160ｌは上端縁が上壁160ｕの前側上壁160ufと後側上壁160ubに沿って山形
状に形成され、後端縁が平板状保護壁151の前面に当接し、下端縁が伝動ケース31Ｌの左
側外周壁31Ltの上面に当接する。
　そして、前側上壁160ufの凹部160ｖより右側部位と右側壁160ｒとが、Ｌ字に連続した
状態で前方に長尺に延出して長尺側壁160rrと長尺上壁160uuを形成している。
【００７５】
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　保護カバー160は、左側壁160ｌの下部に取付ボス部155に対応する取付孔165が穿孔され
、右側壁160ｒの後端部に取付ボス部156に対応する取付孔166が形成され、長尺側壁160rr
の前端部に取付ボス部157に対応する取付孔167が穿孔されている。
【００７６】
　保護カバー160は、長尺側壁160rrと長尺上壁160uuを前側にして後側保護壁150と後輪21
との間に後方から前方に差し込むようにして挿入して、上壁160ｕを駆動輪速度センサ200
の上に被せるようにする。
【００７７】
　すると、凹部160ｖから支持ブラケット29の上端部が突出し、後側上壁160ubの後端縁が
平板状保護壁151の前面の上端部に、左側壁160ｌと右側壁160ｒの各後端縁が平板状保護
壁151の前面に、各下端縁が左側外周壁31Ltの上面と後側外周壁31Lｓの上面に、それぞれ
当接して、駆動輪速度センサ200は上方を保護カバー160の上壁160ｕにより覆われ、左右
を左側壁160ｌと右側壁160ｒに覆われ、後方を伝動ケース31Ｌの平板状保護壁151により
覆われる。
【００７８】
　そして、伝動ケース31Ｌ側の取付ボス部155，156，157の各雌ねじ孔に保護カバー160側
の取付孔165，166，167をそれぞれ一致させてねじ止めして、伝動ケース31Ｌに保護カバ
ー160を取り付ける。
【００７９】
　こうして伝動ケース31Ｌに保護カバー160が取り付けられると、保護カバー160は後方を
平板状保護壁151（後側保護壁150）により覆われた駆動輪速度センサ200の左右側方と上
方を覆うので、駆動輪速度センサ200は前方を除き上下左右後方を覆われて異物の侵入が
極力防止されて駆動輪速度センサ200をより確実に保護することができる。
【００８０】
　なお、駆動輪速度センサ200の前方には、支持ブラケット29が突出しているので、前方
から保護カバー160内に塵埃が侵入するのを極力回避して、駆動輪速度センサ200を塵埃か
ら可及的に保護することができる。
【００８１】
　前記したように、Ｕ字ロックを取り付けたまま誤って車両を動かした場合、Ｕ字ロック
の係止部が後側保護壁150の外周保護壁152の後面に斜めに当り、同後面を上方に滑りなが
ら移動して逃げ衝撃力が吸収しているが、さらにＵ字ロックの係止部が上方に移動するこ
とがあっても、保護カバー160の後側上壁160ubの上面に移動して滑り、最上部を越えて前
側上壁160ufに移ると、前方の支持ブラケット29に達する。
【００８２】
　したがって、Ｕ字ロックは駆動輪速度センサ200の上方を越えて支持ブラケット29に至
ることになり、駆動輪速度センサ200は確実に保護される。
　駆動輪速度センサ200の上方に突出したカプラ200ｃから左方に延出するハーネス202は
、カプラ200ｃの後方を迂回して支持ブラケット29の右側を前方に延び（図４参照）、エ
アクリーナ26の下面と伝動ケース31Ｌの上面との間の間隙Ｓに挿入されて（図５参照）、
さらに前方に敷設される。
【００８３】
　そして、保護カバー160は、駆動輪速度センサ200とともにハーネス202の駆動輪速度セ
ンサ200の周囲の部分を覆うとともに、前方に延び間隙Ｓに挿入される部分を保護カバー1
60の長尺側壁160rrが右側から覆う。
　したがって、駆動輪速度センサ200から延出するハーネス202も保護カバー160に収容さ
れ、またエアクリーナ26と伝動ケース31Ｌおよび保護カバー160の長尺側壁160rrにより覆
われる簡単な構造で容易に保護される。
【００８４】
　次に、別の実施の形態に係る駆動輪速度センサ保護構造について図１１ないし図１７に
基づき説明する。
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　本実施の形態のパワーユニット20における伝動ケース31Ｌの後側外周壁31Lｓに形成さ
れる後側保護壁205と保護カバー210が、前記実施の形態と大きく異なる点であり、それ以
外は殆ど同じであるので、同じ部材は同じ符号を用いる。
【００８５】
　駆動輪速度センサ200が取り付けられる伝動ケース31Ｌの取付ボス部31ｂのさらに後方
に隣接して後側保護壁205が後側外周壁31Lｓから上方に突出して一体に形成されている（
図１１参照）。
【００８６】
　後側保護壁205は、側面視が上方に先細の鋭角三角形をなす楔形状をしており、取付ボ
ス部31ｂに取り付けられた駆動輪速度センサ200の背後に突出して、後方からの飛石等の
異物の衝突から駆動輪速度センサ200を背後から保護している。
【００８７】
　なお、駆動輪速度センサ200の前方の支持ブラケット29は、駆動輪速度センサ200の前側
保護壁の役割を果たしており、前方からの飛石等の異物の衝突から駆動輪速度センサ200
を保護している。
【００８８】
　このように、取付ボス部31ｂに取り付けられた駆動輪速度センサ200は、前後を支持ブ
ラケット29と後側保護壁205に挟まれて保護されるとともに、支持ブラケット29の上端と
後側保護壁205の上端を結ぶ直線より下方に駆動輪速度センサ200は位置し、上方に突出す
る支持ブラケット29と後側保護壁205の間の凹部に駆動輪速度センサ200は隠れることにな
り、益々異物の衝突から保護される。
【００８９】
　また、車両の停車中に盗難防止のために、後輪21のスポーク間にＵ字形状をした盗難防
止用のＵ字ロックを取り付けたとき、Ｕ字ロックを取り付けたまま誤って車両を動かした
場合でも、Ｕ字ロックは後輪21の回転により後輪21との係止端部が後車軸115に近づきな
がら持ち上げられて自由端部が下方に下がるので、Ｕ字ロックの係止端部がまず後側保護
壁205の後面に斜めに当り、同後面を上方に滑りながら移動して逃げることができるため
、衝撃力が吸収されて衝撃が小さくてすみ、Ｕ字ロックが駆動輪速度センサ200に直接当
らずに、後側保護壁205が駆動輪速度センサ200を保護することができる。

【００９０】
　駆動輪速度センサ200を保護する支持ブラケット29および後側保護壁205は、伝動ケース
31Ｌと一体に突出して形成されたものであるので、別途単独の保護部品を用いず、取付け
作業を必要としない簡単で強固な構造で駆動輪速度センサ200を確実に保護することがで
きる。
【００９１】
　本パワーユニット20は、さらに伝動ケース31Ｒの後部に突設される駆動輪速度センサ20
0を保護カバー210が覆う。
　保護カバー210は、駆動輪速度センサ200と後側保護壁205の左右側方と上方および背後
を覆う左側壁210ｌ，右側壁210ｒ，上壁210ｕおよび後壁210ｂが形成されており、右側壁
210ｒと上壁210ｕの右部位がＬ字に連続した状態で前方に長尺に延出して長尺側壁210rr
と長尺上壁210uuを形成している（図１５，図１６，図１７参照）。
【００９２】
　保護カバー210は、図１６に示す上面視で上壁210ｕにおける長尺上壁210uuとして前方
に延出する右部位を除いて前方が大きく切り欠かれた欠損部210ｓを有している。
　長尺上壁210uuにおける欠損部210ｓの前方に取付孔211を有する取付ブラケット210ｔが
突出形成されている。
【００９３】
　その他、右側壁210ｒの後下部に１つ、長尺側壁210rrの前後に１つずつ取付孔211が形
成されている。
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　なお、左側壁210ｌの前端縁の一部が右方に屈曲してハーネスを係止するフック片210ｈ
が形成されている。
【００９４】
　一方、図１１を参照して、伝動ケース31Ｌには、後側外周壁31Lｓに突設される支持ブ
ラケット29の前方にエアクリーナ26をボルト208により連結支持する支持ブラケット206が
突出しており、同支持ブラケット206のボルト208が貫通する取付孔207とその前方斜め下
に形成された取付孔207を有し、前記後側保護壁205の付け根後部に取付孔207が１つ形成
され、さらに伝動ケース31Ｌの中央上部に突出したボス部に取付孔207が形成されていて
、以上の４つの取付孔207に保護カバー210の前記４つの取付孔211がそれぞれ対応する。
【００９５】
　保護カバー210は、伝動ケース31Ｌの後部の後側保護壁205の後方から伝動ケース31Ｌに
取り付けられ、その際保護カバー210は長尺側壁210rrと長尺上壁210uuを前側にして後側
保護壁205と後輪21との間に差し込むようにして挿入する。
【００９６】
　そして、左側壁210ｌ，右側壁210ｒ，上壁210ｕおよび後壁210ｂが、駆動輪速度センサ
200と後側保護壁205の左右側方と上方および背後を覆うと、上壁210ｕの前方の欠損部210
ｓを支持ブラケット29が貫通して上端部を上方に突出している。
【００９７】
　図１４に示すように、保護カバー210の長尺側壁210rrと長尺上壁210uuは、エアクリー
ナ26と伝動ケース31Ｌとの間の間隙Ｓを右側方から覆うように配置され、伝動ケース31Ｌ
側の取付孔207と対応する保護カバー210の取付孔211とを４ヶ所それぞれ一致させてねじ
止めして保護カバー210を取り付ける。
【００９８】
　こうして伝動ケース31Ｌに保護カバー210が取り付けられると、保護カバー210は駆動輪
速度センサ200の左右側方と上方を覆うので、前後以外に左右側方および上方からの異物
の侵入を防止して駆動輪速度センサ200をより確実に保護することができる。
　また、前方の支持ブラケット29と相まって保護カバー210内に塵埃が侵入するのを極力
回避して、駆動輪速度センサ200を塵埃から可及的に保護することができる。
【００９９】
　なお、駆動輪速度センサ200の後方は、後側保護壁205が突出しているとともに、保護カ
バー210の後壁210ｂが覆っていて駆動輪速度センサ200を２重に保護している。
　したがって、後輪21のスポーク間にＵ字ロックを取り付けたまま誤って車両を動かした
場合でも、後輪21の回転により旋回したＵ字ロックはまず保護カバー210の後壁210ｂに斜
めに当り、同後面を上方に滑りながら移動して逃げ衝撃力が吸収する。
【０１００】
　さらにＵ字ロックの係止部が上方に移動することがあっても、保護カバー160の後側上
壁160ubの上面に移動して前方に滑り、支持ブラケット29に至る。
　したがって、Ｕ字ロックは駆動輪速度センサ200の上方を越えて支持ブラケット29に至
ることになり、駆動輪速度センサ200は確実に保護される。
【０１０１】
　なお、Ｕ字ロックを最初に受ける保護カバー210の後壁210ｂが役に立たなかったような
ことがあっても、伝動ケース31Ｌに一体に突出された後側保護壁205が控えているので、
駆動輪速度センサ200は確実に保護される。
【０１０２】
　エアクリーナ26には、下面に前後方向に長尺に延びるフランジ26ｆが垂設されており、
同フランジ26ｆの右方に保護カバー210の長尺側壁210rrが互いに平行に配設されることに
なる。
　したがって、エアクリーナ26の下面と伝動ケース31Ｌの上面との間の間隙Ｓには、左右
をフランジ26ｆと長尺側壁210rrに覆われて前後に延びる通路空間が形成されている。
　該通路空間は、支持ブラケット29の前方に位置する。
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　図１１を参照して、保護カバー210内において駆動輪速度センサ200の上方に突出したカ
プラ200ｃから左方に延出するハーネス204は、下方に下がりながら前方に湾曲してフック
片210ｈに係止され、欠損部210ｓに露出して支持ブラケット29の左側を前方に延び、エア
クリーナ26の後方から支持ブラケット29の前方の通路空間に挿入されて前方に向かうよう
に敷設される。
【０１０４】
　したがって、エアクリーナ26と伝動ケース31Ｌの間の間隙Ｓの左右をフランジ26ｆと長
尺側壁210rrに覆われた通路空間にハーネス204が収容されるので、ハーネス専用の保護部
材を設けることなく、簡単な構造でハーネス204を保護することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】本発明の一実施の形態に係るスクータ型自動二輪車の全体側面図である。
【図２】パワーユニットの全体側面図である。
【図３】同パワーユニットの断面図（図２のIII－III線断面図）である。
【図４】パワーユニットを左斜め上後方から視た斜視図である。
【図５】パワーユニットの後部の右側面図である。
【図６】パワーユニットに保護カバーを取り付けた状態を左斜め上後方から視た斜視図で
ある。
【図７】パワーユニットに保護カバーを取り付けた状態の後部の右側面図である。
【図８】保護カバーの左側面図である。
【図９】同上面図である。
【図１０】同右側面図である。
【図１１】別の実施の形態の車体後方を左斜め上後方から視た斜視図である。
【図１２】伝動ケースとエアクリーナを右斜め後方から視た斜視図である。
【図１３】パワーユニットに保護カバーを取り付けた状態を左斜め上後方から視た斜視図
である。
【図１４】パワーユニットに保護カバーを取り付けた状態を右斜め後方から視た斜視図で
ある。
【図１５】保護カバーの左側面図である。
【図１６】同上面図である。
【図１７】同右側面図である。
【符号の説明】
【０１０６】
　１…スクータ型自動二輪車、４…メインパイプ、20…パワーユニット、21…後輪、22…
リヤクッション、29…支持ブラケット、30…内燃機関、31…クランクケース、31Ｌ…伝動
ケース（左クランクケース）、31Lｓ…後側外周壁、31Lt…左側外周壁、31Ｒ…右クラン
クケース、40…クランクシャフト、80…ベルト式無段変速機、
　110…減速ギヤ機構、111…減速ギヤカバー、112…減速中間軸、113…中間大径ギヤ、11
4…後車軸大径ギヤ、115…後車軸、
　150…後側保護壁、151…平板状保護壁、152…外周保護壁、155，156，157…取付ボス部
、
　160…保護カバー、
　200…駆動輪速度センサ、201…ボルト、202…ハーネス、
　204…ハーネス、205…後側保護壁、206…支持ブラケット、
　210…保護カバー。
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